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衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
前
航
空
幕
僚
長
の
自
衛
隊
法
お
よ
び
自
衛
隊
員
倫
理
法
違
反
に
関
す
る
質
間
に
対
す
る

答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
は
、
田
母
神
前
航
空
幕
僚
長
は
、
民
間
企
業
が
主
催
す
る
懸
賞
論
文
に
対
し
て
個
人
の
資
格
で
応
募
し
た

と
承
知
し
て
い
る
が
、
同
氏
が
、
当
該
懸
賞
論
文
の
懸
賞
金
等
を
受
け
取
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
す
る
立
場
に

な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
論
文
（
以
下
「
当
該
論
文
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
「
部
外
に
対
す
る
意
見
の
発
表
に
つ
い
て
」
（
昭
和

五
十
六
年
二
月
二
十
三
日
付
け
官
広
第
八
百
十
四
号
。
以
下
「
官
房
長
通
知
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
通
報
が
、
田
母
神
前

航
空
幕
僚
長
か
ら
適
切
に
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
官
房
長
通
知
に
定
め
る
手
続
が
執
ら
れ
て
い
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

一
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
当
該
論
文
に
つ
い
て
は
、
官
房
長
通
知
に
定
め
る
通
報
が
適
切
に
な
さ
れ
て
お
ら

ず
、
平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
に
、
懸
賞
論
文
の
主
催
者
が
、
受
賞
論
文
を
公
表
し
た
こ
と
に
よ
り
、
論
文
の
内
容
が
明

一



ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

懸
賞
金
等
が
明
示
さ
れ
た
上
で
一
般
に
募
集
さ
れ
、
公
平
・
公
正
な
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
懸
賞
論
文
で
あ
れ
ば
、
賞
金

等
を
受
け
取
る
こ
と
は
自
衛
隊
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
三
条
第
二
項
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

田
母
神
前
航
空
幕
僚
長
が
御
指
摘
の
懸
賞
論
文
に
応
募
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政

令
第
百
七
十
九
号
）
第
八
十
六
条
各
号
に
定
め
る
政
治
的
目
的
に
該
当
す
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九

年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
一
条
に
お
い
て
制
限
さ
れ
て
い
る
政
治
的
行
為
に
は
該
当
し
な
い
。

な
お
、
田
母
神
前
航
空
幕
僚
長
は
、
入
隊
時
に
服
務
の
宣
誓
を
し
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

田
母
神
前
航
空
幕
僚
長
が
、
他
の
隊
員
に
対
し
て
、
御
指
摘
の
懸
賞
論
文
に
応
募
す
る
よ
う
勧
め
て
い
た
か
否
か
に
つ
い

て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

二



当
該
論
文
に
は
、
先
の
大
戦
に
関
す
る
政
府
の
認
識
と
明
ら
か
に
異
な
る
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
不

適
切
で
あ
る
と
と
も
に
、憲
法
に
関
連
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
不
適
切
な
形
で
見
解
を
述
べ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

田
母
神
前
航
空
幕
僚
長
の
御
指
摘
の
懸
賞
論
文
へ
の
応
募
は
、
航
空
幕
僚
長
の
職
務
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
私

人
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
航
空
幕
僚
長
の
よ
う
な
要
職
に
あ
る
者
は
、
私
人
と
し
て
の
立
場
で
あ

っ
て
も
、
公
的
な
立
場
で
の
意
見
表
明
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
意
見
の
発
表
に

当
た
っ
て
自
ら
の
立
場
と
責
任
を
自
覚
し
節
度
を
も
っ
て
行
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

田
母
神
前
航
空
幕
僚
長
の
勤
務
期
間
に
つ
い
て
の
延
長
期
限
の
繰
上
げ
に
よ
る
退
職
に
つ
い
て
は
、
防
衛
省
よ
り
事
前
に

内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
を
通
じ
て
麻
生
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
し
た
上
で
、
防
衛
大
臣
が
、
そ
の
権
限
に
お
い
て
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。

三


